
別紙 2 

よねやまの里指定居宅介護支援サービスセンター料金表 

                             令和 6年 4月 １日施行 

【基本利用料】 

取扱要件 
利用料 

（１ヵ月あたり） 

利用者負担金 

法定代理 

受領分 

法定代理 

受領分以外 

居宅介護支援費（Ⅰ）(ⅰ) 

〈取扱件数が４５件未満〉 

要介護度１・２ １０，８６０円 

無 料 
１０，８６０円 

要介護度３・４・５ １４，１１０円 １４，１１０円 

 

【加算】以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の加算がされます。 

加算の種類 加算の要件 加算額 

特定事業所加算

（Ⅱ） 

主任介護支援専門員を１人以上配置し、常勤専従の介護支援

専門員を３人以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施

できる体制を整える等、一定の要件を一部満たした場合 

４，２１０円 

初回加算 

新規あるいは要介護状態区分が２区分以上変更された利用

者に対し指定居宅支援を提供した場合 

（１月につき） 

３，０００円 

入院時情報連携加算 

（Ⅰ） 

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又

は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提

供した場合 

（１月につき１回を限度） 

２，５００円 

入院時情報連携加算 

（Ⅱ） 

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、

当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要

な情報を提供した場合 

（１月につき１回を限度） 

２，０００円 

退院・退所加算 

（Ⅰ）イ 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要

な情報の提供をカンファレンス以外の方法により１回受け

た上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密

着型サービスの利用に関する調整を行った場合 

（入院又は入所期間中につき１回を限度） 

４，５００円 

退院・退所加算 

（Ⅰ）ロ 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要

な情報の提供をカンファレンスにより１回受けた上で居宅

サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービ

スの利用に関する調整を行った場合 

（入院又は入所期間中につき１回を限度） 

６，０００円 

退院・退所加算 

（Ⅱ）イ 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要

な情報の提供をカンファレンス以外の方法により２回受け

た上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密

着型サービスの利用に関する調整を行った場合 

（入院又は入所期間中につき１回を限度） 

６，０００円 

退院・退所加算 

（Ⅱ）ロ 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要

な情報の提供を２回受けており、うち１回以上はカンファレ

ンスにより受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サー

ビス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った

場合 

（入院又は入所期間中につき１回を限度） 

７，５００円 

退院・退所加算 

（Ⅲ） 

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要

な情報の提供を３回以上受けており、うち１回以上はカンフ

ァレンスにより受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅

サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行

９，０００円 



った場合 

（入院又は入所期間中につき１回を限度） 

通院時情報連携加算 

利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察

を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の

状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用

者に関する必要な情報提供を受けた上で居宅サービス計画

(ケアプラン)に記録した場合 

(ご利用者 1人につき、月に 1回を限度) 

 ５００円 

ターミナル 

ケアマネジメント加算 

終末期の医療やケアの方針に関する利用者又は家族の意向

を把握した上で、在宅等で死亡した場合 

・２４時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて指定居

宅介護支援を行うことが出来る体制を整備している 

・利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日

前１４日以内に２日以上在宅を訪問し、当該利用者の心身

の状況等を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付

けた居宅サービス事業者へ提供した場合 

４，０００円 

緊急時等居宅 

カンファレンス加算 

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファ

レンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を

行った場合 

（１月に２回を限度） 

２，０００円 

 

 


